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１．長期使用製品安全表示制度について長期使用製品安全表示制度について

①制度の趣旨 経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期
間使用されることが多い製品について、経年劣化による
リスクの注意喚起等の表示を義務化することにより、消
費者等の長期使用時の注意喚起を促す制度です。

②対象製品 ●換気扇

対象外製品対象外製品
●送風機●送風機

③表示内容と表示場所

●下記シールを前面パネルの原則正面に表示
正面より確認しやすい場所がある場合、または正面への表
示が不可能な場合は、正面以外の使用者が見える位置

①高所設置時の下面
②目線程度の高さへの設置時の側面

④型式定格シールへ製造年の追記

製造年の追記



１．長期使用製品安全表示制度について長期使用製品安全表示制度について

⑤取扱説明書への追記

⑥施行開始 ●2009年4月1日以降製造分より施行されます。


